
インドネシアにおける食糧増産計画と環境資源保全型農法  

－ピマス・インマス計画のもとでの天敵利用による総合防除導入の成果と問題点一  
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Indonesia．Inmostadvancedcountries，thepesticideusehasincreasedsincelongtimeago・And  
thishascausedseriousproblemssuchasenvironmentaldegradationetc・Sincethentheyhave  
triedtodecreasethepesticideuse．  

Fo1lowlngtheGreenRevolutionmovement，Indonesiahasadoptedstaplefoodsupplyintensi丘－  
cation＄Cheme（BIMAS，IMMAS，NSUSetc）toattainfbodselfsu瓜ciency・Inthisprocess，peSti－  
cideusehasincreasedsharply．However，neWSpeCiesofpestswhichhasresistancetothepesti－  
cidehavecomeoutjustafterapplicationofpe＄ticides・ThissituationhasdestruCtedtheecologl－  
calbalanCeandcausedenvironmentaldegradation．  

Ontheonehand，NetherlandhasdevelopednewmethodtocontrolpeStSbyuslngnaturalene－  
mie＄withoutanypesticides，SOCal1edIntegratedPestsManagementsystem・Indonesiahasintro－  
ducedthisIPMsystemfo1lowlngtheNetherlmdandsucceededincontrolingpestseffbctivelyin  
someareaStOSOmeeXtentSO払r．Howevertheratioofhrmerswhohavebeentrainedforthis  
IPMsystemhasstillbeensosmal1thatthenationwideimplementationhas血cedseveralcon－  
straints．Thesituationoftheseconstraint＄andhowtoovercomearediscussedinthispaper  

1．はじめに   

本稿の目的は，食程増産計画推進期におけるインドネシアの環境保全型農業＝天敵利  

用による総合防除農法の導入とその問題点について考察することにある。殺虫剤や殺菌  

剤の農業部門への適用は，特に先進国においては早くから展開されており，その過程で  

多くの環境劣化問題を引き起こしてきた。食程増産の必要に迫られている多くの途上国  

においても経済発展が進むにつれて殺虫剤や殺菌剤の適用が増加していた。こうした中  

で，国内の深刻な資源環境問題，特に水質および土壌劣化問題に苦悩するオランダは，  

天敵利用による総合防除体系の技術をいち早く開発した。オランダでは，国立農業研究  

所の指導のもとに，農業会計情報ネットワークが制度化され，EUレベルのガイドライ  

ンに沿って農業部門の情報を収集している。具体的にはオランダ統計局の年次センサス  

から，約1500戸の代表農家（耕種農家および園芸農家）が，農場規模，農民の年齢，農  

場のタイプと地域などの情報により層化任意抽出法により選定される。統計的代表性を  

一定に維持するために，毎年，その20％の農家が更新される。この農業会計情報ネット  

ワークの情報は，多目的に使用されるが，その一つとして，殺虫剤使用の時系列的な変  

化を記録し，農場および作物中の殺虫剤使用およびその残留量を監視し，評価すること  

を可能にしているのである。オランダを旧植民地時代の宗主国と仰ぐインドネシアは，  

この技術体系を途上国の中ではいち早く導入したのである。  
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2．インドネシアにおける農薬・殺虫剤使用と食糧増産計画   

農薬使用におけるインドネシアの位置は図1に示す通りである。この図の横軸は，各  

国の給食的な農業保護水準を生産者補助相当額（PSE）の尺度で示したものであり，農  

産物価格の内外価格差に農業部門に関する種々の非関税障壁および補助金を加えた額を  

農業生産額に対する比率とし  

て表示したものである。この  

図によると，スイスや日本，韓  

国など農業保護水準の高い国  

ほど，化学肥料の投入量が多  

く，逆にオーストラリア，ニュ  

ージーランド，アルゼンチン 
，  

タイ，インドなどの農業保護  

水準の低い国ではその投入量  

が低い傾向が読みとれる。  

1980年代のインドネシアはタ  

イやインドと違って農業保護  

水準が低い割には化学肥料投  

入量が多い国と位置づけられ  

る。また，表1は，価格政策  

という特定の農業保護政策と  
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支持政策の手厚い国  

ほど殺虫剤および肥  

料の使用量が多くな  

る傾向のあることを  

示している。何れに  

してもインドネシア  

はアセアン諸国の中  
1  

では殺虫剤使用のや  

や多い方に位置して  
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’75  

（資料）現地調査の情報による。  

’80  ’90  

年  次  

いる。これは，最大の米輸出国タイが食味を重視して高収量品種（HYV）の導入を控え  

たのに対して，当時米輸入国であったインドネシアは積極的にグリーンリボリューションに  

よる高収量品種を導入したからである。この事情は図2により，明確に確認される。図  

2はインドネシアにおける米生産皇と尿素肥料の投入量の関係を時系列的に示してい  

る。1970年代半ばから尿素投入量が急上昇し，それに伴って米生産量が増大してきたこ  

とが確認される。  

1950年以来，インドネ  

シアでは，農業部門や公  

衆衛生部門において，農  

薬や殺虫剤が使用され始  

め，徐々にその使用が増  

加してきた。特に政府が  

全国食糧供給増強計画考  

導入して以来，農業部門  

での害虫管理のために農  

薬・殺虫剤の使用が急速  
（  

に増加してきた。東南ア  

トン  図3 補助された殺虫剤の使用量  
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（資料）現地調査の情報による。  年 次  
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ジアー体に劇的な食糧生産事情の変革をもたらし，アジアから飢えを一掃したグリーン  

リボリューションの下で，政府のいわゆるBIMAS，IMMAS計画として知られる「大衆  

指導計画」が推進されて以降，高収量品種，潅漑，肥料の増投と共に大量の殺虫剤が導  

入されたのである。1970年以前には，食糧，特に米の生産のために，100トンの殺虫剤  

が使用されていた。1970年代に政府は，食料生産農家に対して年間平均2000トンの殺虫  

剤に補助金を与えていたが，これは，1987年には，約18000トンにまで増加し，翌年 

1988年にこの補助金が廃止されるまで続いた（図3）   

政府の補助金は，時によっては，殺虫剤価格の80％をカバーし，年間1～1．5億usドル  

の費用を負担していた。しかし，こうした殺虫剤使用の増加にも関わらず，トビイロウ  

ンカ（BPH）の発生は農薬使用直後の一時的には減少しても，しばらくしてすぐに新しい  

農薬に対する抵抗力を持った新品種のトビイロウンカが大発生し，その被害が非常に深  

刻になった。こうした状況が繰り返し生じたことが，政府の食程自給計画の達成を大幅  

に遅らせることとなったのである。図4に示すように，事実，1970年以来，トビイロウ  

ンカ（BPH）による被害面積は急激に増加している。こうした新種の害虫の再発生とそ  

の結果として生じる諸問題のために，政府はその害虫管理政策を変更させ，殺虫剤使用  

による防除から方針を転換して，天敵利用や輪作による稔合防除体系の制度化を開始し  

たのである。  

1983年の大統領指令第3条は，人的資源の開発，環境管理および（農薬の影響から国  

民を保護するための）国民健康行政，および効率性の向上を通じて，米の自給を維持す  

る上で，政府の関与の枠組みを示したものであるが，このことが，インドネシアにおけ  

る給食防除システムに対して一大契機を与えることとなった。総合防除原則の導入は，  

図4 害虫（トピイロウンカ）による被害面横  

（資料）現地調査からの情報による。（以下の表2～表5も同様）  
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米作において以前に使用されていた57の殺虫剤の使用を禁止することから始められた  

が，上記の目標はこのことを通して達成されたのである。さらに1984年には，政府は，  

農薬産業に対して自由市場の枠組みで取引きすることを許可した。   

給食防除システムは，人的資源を開発することと政府の介入を最小限に抑えることと  

を強調する全国計画である。1989年に，総合防除制度に関して，人的資源の開発計画が  

全国計画と 

り農民，農場普及員，関連政府役人，インフォーマルな共同体指導者にターゲットを  

当でていた。  

1992年までに，20の州における米作農民と1万人の高原野菜農民が，総合防除のため  

の農場教育実習制度を通じて給合防除のための訓練を受けた。この制度は，総合防除活  

動において自分自身で意志決定できるように農民を教育する際に，「参加型アプローチ」  

を使用している。全植え付け期間にわたる訓練中に，1週間毎のモニターを通して収集  

した情報の分析を行い，それに基づいて，農民は，適正な害虫管理の意志決定をするこ  

を学ぶというシステムである。  

総合防除のための訓練は，かなりの成果を収めつつあった。しかし，全国的な農業開  

発計画に対する総合防除体系の理念を持続的に成功させるためには，今後，克服されね  

ばならない幾つかの基本的な制約が指摘されている。本稿の以下の部分では，種々の政  

策，研究開発，インドネシアにおける総合防除の導入を阻害している技術的な制約につ  

いて論じる。  

3．総合防除のための農場実習による訓練計画の成果   

初期の総合防除体系は，米生産量の多い6つの州に導入されたが，その後1991年に，  

他の14の州にまで拡張された。当初，総合防除の計画は，米作農場のみを目的としてい  

たが，1992年に適用対象作物が拡張され，大豆，ポテト，ワケギ，ササゲをも計画の  

対象に含められた。   

総合防除のための訓練計画の目的としては，次の点が挙げられている。  

（∋生産性の向上，  

②農民所得の向上，  

③害虫総数の抑制（すなわち，害虫総数を経済的開催水準以下に保てる程度に）  

化学殺虫剤の使用制限，  

④環境改善  

⑤公衆衛生（健康状態）の改善  

である。  
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また，総合防除のための農場教育実習の目標（または精神）としては，  

主に，  

①健康的な作物を栽培する，  

②天敵を保全し，使用する，  

③週毎の農場観察を実施する，  

④農民を総合防除の専門家として教育実習により訓練する，  

の諸点を重視している。   

農民の訓練には，現場の農場を教育ツールとして用いて，成人のいわゆる「参加型教  

育方法」を採用している。より具体的には，25人のグループからなる農民が，経験を通  

じて，害虫総数を均衡水準に維持するために，1週間ベースで，生態系を観察する方法  

を学ぶ仕組みになっている。   

農場では，総合防除は，単に害虫管理だけではなく，例えば，均衡のとれた効率的な  

肥料投与，能率的な水使用，輪作および土壌保全などの耕作の他の側面をも含んでいる。  

また，それは，他の外部投入物の使用のみならず，農薬・殺虫剤の使用の減少または撤  

廃という点で，農民自身の経験を活用する。   

表2は5つの地区（北スマトラ地区，西ジャワ地区，中央ジャワ地区，束ジャワ地区，  

南スラウェシ地区）における「総合防除のための農場教育実習」の成果の指標として，  

殺虫剤使用量の減少効果を示している。この農場実習に1シーズン参加した成果として  

は，1990／91年度において，北スマトラ地区では，総合防除導入前後で，殺虫剤使用量  

がヘクタール当り5．17kgから1．72kgへと66．7％減少した。以下，西ジャワ地区では，  

2．39kgから1．04kgに（－56．5％），中央ジャワ地区では2．23kgから1．37kgに（－38．6％），  

東ジャワ地区では，2．31kgから1．17kgに（－49．3％），南スラウェシ地区では，2．33kgから  

0．48kgへと（－75．1％）減少した。また，5地区全体の平均では，殺虫剤使用をヘクタ  

ール当り2．58kgから1．13kgへと56．2％も減少させたことになる。このように，殺虫剤使  

用量の削減効果は地区により，大きく異なっており，削減率が最も多きいのは，南スラ  

ウェシ地区（－75．1％）であり，最も小さいのは，中央ジャワ地区（－38．6％）である。  

さらに，翌年度（1992／93年度）の実績データは，尚一層，良好な結果を示している。   

さらに，表3は，  
表21990／91年度、総合防除適用後の米作農家の殺虫剤平均使用量（短／ha）  

1992／93年度にお  

ける畑作物生産農  

家の作物別の農薬  

使用量の削減効果  

を示している。殺  

虫剤に関しては，  

キャベツ農家では   

州   総合防除導入前  総合防除導入後   削減率   

北スマトラ   5．17   1．72   66．7   

西ジャワ   2．39   1．04   56．5   

中央ジャワ   2．23   1．37   38．6   

東ジャワ   2．31   1．17   49．3   

南スラウェシ   2．33   0．48   75．1   

平均   2．58   1．13   56．2   
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80．5％減少したのに対して，ポテト農家  

では89．2％も減少している。さらに，ワ  

ケギでは74．1％，トマトでは76．12％，サ  

サゲでは53．5％減少している。また，殺  

菌剤については，各々，95．6％，81．0％，  

67．8％，56．7％，減少している（ササゲに  

表3 農薬使用量の減少効果  
（在来防除農法対総合防除農法）1992／93  

作物   殺虫剤   殺菌剤   

キャベツ   80．5   95．6   
ポテト   89．2   81．0   

ワケギ   74．1   67．8   

トマト   76．1   56．7   

ササゲ   53．5  

ついては，データ無し）。このように，  

農薬使用量の削減効果は畑作物の部門ごとに異なっており，殺虫剤の場合はポテトで削  

減率が最も大きく，次いでキャベツ，トマト，ワケギ，ササゲの順となっている。また，  

殺菌剤の場合には，削減率が最も大きいのはキャベツであり，次いでポテト，ワケギ，  

トマトの順となっている。何れの場合も，総合防除農法の導入の結果，米作農家に比べ  

て，野菜作農家の方が農薬使用量を大きく削減していることが分かる。  

（1）樅合防除農法の導入による経済効果   

表4は，総合防除のための訓練を受けた野菜農家の1993年度の成果を示している。こ  

れによると，米作農家の場合よりも，さらに良好な結果を示している。伝統的な制度と比  

較して，キャベツ農家の場合，総合防除体系の導入は，殺虫剤のヘクタール当り使用量  

を80．74％減少させ，殺菌剤のヘクタール当り使用量を94．95％減少させた。また各々の  

適用回数の点では，殺虫剤の適用回数を88．35％減少させ，殺菌剤の適用回数を75％減少  

させた。さらに，単位面積当たり収量を7．6％増加させ，その結果として，純収益をへ  

タタール当たり  

831．44u sドル  

増加させている。  

なお，収益・費  

用比率の尺度で  

検討すると，在  

来防除農法の場  

合には1．2であっ  

たのが，総合防  

除農法の場合に  

は，1．6と上昇し  

ていることが分  

かる。   

同様に，表5  

は，ポテト作農  

家について，総  

表4 キャベツ作への総合防除技術の適用効果（1993）  
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表5 ポテト作への総合防除技術の適用効果（1993）  合防除農法の適  

用による農薬削  

減の成果を検討  

したものである。  

この場合，殺虫剤  

の使用量は89．20％，  

殺菌剤の使用量  

は81．00％も減少  

した。これを各々  

の適用回数につ  

いて検討すると，  

殺虫剤の適用回数  

は71．糾％，殺菌剤  

の適用回数は  

89．66％減少して  

いる。他方，単  

位面積当たり収量は，逆に3．8トン（24．糾％）上昇している。その結果，ヘクタール当り純  

収益は－901．93usドルから869．71usドルへと大幅に（1771．64usドル）改善した。これを，  

収益・費用比率の尺度で検討すると，在来防除農法の場合には0．75と低かったものが，  

総合防除のもとでは1．37と高くなっている。   

また，同様な結果が，トマト，ワケギ，ササゲに関する総合防除農法の実施によっ  

ても達成された。   

総合防除体系導入の全国的計画は，現在，1998年まで継続，延長されようとしている  

そうすることにより，さらに80万人の農民と1万6千人の農業普及員を訓練するという  

目標の達成を目指している。将来的には，訓練を受けた農民が，その後，総合防除技術  

に関して，まだ受けていない他の1500万人の農民を順次訓練していくことが期待されて  

いる。  

（2）マクロレベルでの蹄合防除実施の成果   

これまでのところ，総合防除の訓練を受けた農民は，インドネシアの農民総数のほん  

の小さな比率でしかなかった。具体的には全農家数1600万戸に対して既に訓練を受けた  

農民は30万人に過ぎない。それ故，個々の農民の農薬使用に対する総合防除実施の影響  

は，全国レベルではまだそれほど明確には現れていない。現在でもインドネシアの多く  

の農民は，総合防除のための訓練計画により，あまり影響を受けていないと推定される。  

それゆえ，特に害虫が大発生した状況下では，害虫のコントロールに対して，伝統的な  

方法を採用している。これは，1992年に害虫（メイチエウ，Stemborer）が大発生した  
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図5 水稲および大豆農家によるヘクタール当り農薬使用料  

（資料）現地調査からの情報による。  

折りに，西ジャワの北部海岸における農民の行動に関して特に観察された。   

図5は，1986年から1990年までの期間において，稲作（水稲および陸稲）と大豆作農  

民によるヘクタール当り農薬使用量の推移を示している。最近の統計によると，水稲は  

1988年をピークに，また大豆は1989年をピークにして，それ以降は殺虫剤の使用が減少  
に転じているが，殺虫剤以外の農薬の場合は必ずしも減少しておらず，横ばい，もしく  

は増加傾向を示している。こうした農薬使用量の減少は， 一部には，政府支出の削減に  

も影響されている。1984年～1991年の間に補助金を受けた殺虫剤の量は大幅に下落した。  

図6 西スマトラ州における農薬小売店の数  

（資料）現地調査からの情報による。  
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そのため，政府は，毎年約1億usドル節約することが可能であった。アンダラス大学  

（Muchtar、1994）は，総合防除のための実習訓練が，農村における農薬流通に及ぼす効  

果について，社会経済的サーベイを行っている。この調査によると，最近5年間におい  

て西スマトラ州の農薬・殺虫剤小売店の数が減少したことを示している（図6）。この  

データは，農薬・殺虫剤に村する農民の需要が減少したことを示しており・，このことは，  

防除手段としての農薬の人気が下落していることを示している。   

総合防除に関する全国計画の今後の目標は，全国レベルで総合防除体系を制度化する  

ことである。現在のところ，総合防除の技術と組織は，持続可能な農業生産への道を開  

くために，幾つか改善される必要がある。   

次に，総合防除体系の導入に関して，現在，指摘されている幾つかの問題点について  

検討しておこう。  

4．総合防除農法に対する制度的な制約   

インドネシアは，農場作業員と農民に対する総合防除のための農場教育実習による訓  

練計画を通して，総合防除の理念を展開させ，実施するのに成功してきた。しかしそれ  

は，現状では少数の農民と限られた小さな面積の米作圃場を対象とする農場実習による  

教育制度の範囲にとどまっており，大多数の農民は，依然として，農薬に依存して害虫  

をコントロールするという伝統的な方法を採用している。農薬製造業者と配合業者は，  

総合防除を導入し，推進するという政府の努力にも拘わらず，ますます大量に農薬を生  

産し，販売している。   

問題は，如何にして総合防除の理念と技術がインドネシアにおける将来の農業発展に  

おいて，効率的に制度化されるかということである。総合防除の導入および制度化に対  

して，今後挑戦していくべき課題として，以下のような問題点が指摘される。  

（1）総合防除に対する認識の程度の差  

総合防除に関する1986年の大統領指令第3号の公表以来，総合防除に関する色々な認  

識と理解が，政策決定者，科学者，農場作業員および農民により展開されてきた。総合  

防除の目的と範囲（対象とをる農場），農業管理システムにおける総合防除の位置づけ，  

給合防除における農薬の役割から，農場レベルにおける総合防除導入の組織に至るまで，  

異なる問題が取り上げられ，議論されてきた。関係者各層における認識の差とその結果  

としての混乱のために，全国的な農業開発計画における総合防除の制度化が，阻害され  

てきた。   

現実には，インドネシアにおける総合防除の具体的な定義は，作物栽培制度に関する  
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政令「作物生産保護法（CropProductionandProtectionAct）12粂」（1992年）におい  

て明示されているに過ぎない。この法律は，「経済的損失と環境破壊の発生を防ぐため  

に，幾つかのコントロール技術の体系を適正に続合して採用することにより，害虫の稔  

数と被害をコントロールする努力」として，総合防除制度を定義している。さらに，こ  

の法律は，「総合防除制度においては，農薬・殺虫剤は最後の手段としてのみ使用され  

る」と記述しているが，総合防除を全国的に実施させる具体的な遂行メカニズムを規定  

していない。  

（2）米作集約化計画における総合防除  

「給合防除計画」は，生産的でかつ均衡のとれた農業生態系を推進し，それを活動の  

ベースにしている。一方，「米作集約化計画」は，全国レベルでの食程の自給と安全確  

保にその活動のベースを置いている。この2つの計画の間で殺虫剤使用に対する方針が  

必ずしも一貫していない点が問題となっている。   

今日，全国農業計画は，1984年以来達成された米自給を維持すること，および全国レ  

ベルでの食料自給と安全確保を達成することを目指した全国集約化計画により強く支配  

されている。政府は，“SupraInsus”と呼ばれる，強化された新バージョンの集約化計  

画を導入した。SupraInsusは，初期の米作集約化計画，つまりBIMAS（大衆指導），  

IMMAS（大衆集約化），INSUS（特別集約化）の後続計画である。INSUSおよび  

SUPRAINSUSの対象面積を含めて，米作集約化計画によりカバーされた対象面積は最  

近10年間で着実に増加してきた（図7）。   

集約化計画のもとで，農民は，肥料施用，高品質の種子選別，植付けの計画的調整，  

図7 食糧樽別増産計画（SUPRAINSUS）の対象面積1974，1990  

（資料）現地調査からの情報による。（以下の表2～表5も同様）  
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農民グループの組織化，信用供与などに関して農業普及員の技術指導（個別の助言）を  

与えられる。   

SUPRAINSUS計画の下で，全ての農民は，総合防除を含めて，いわゆる「10個の技  

術の組合わせ」として示される技術体系を実施しなければならない。この「10佃の技術」  

とは，  

①．適正な作付けパターン  

（乱保証された米種子  

③．異なるタイプの肥料をバランス良く使用する  

（軌ヘクタール当り最低2万本の植付け密度  

⑤．収穫および収穫後処理の改良  

⑥．耕起方法の改良  

⑦．植物成長刺激剤の適用  

⑧．総合防除  

⑨．水管理技術の改良  

⑲．米品種の輪作  

である。   

SUPRAINSUSのこの10種類の技術体系は，害虫および植物の病気をコントロールす  

る活動のみに総合防除のインパクトを限定している。それゆえ，作物パターン，種子選  

別，肥料施肥，水管理およびその他の作物耕作方法を総合防除の概念から除外している。  

SUPRAINSUSの技術は，例えば，葉水肥料や植物成長ホルモンを含む種々のタイプの  

肥料などの農薬に高度に依存するが，このことは，化学農薬の使用を削減し究極的には  

除去するという捻合防除の目的とは相容れない。中央や州レベルでの政府の意思決定者  

の多くは，食料生産の年間目標を達成する際に，全国集約化計画を遂行するのに忙しい。  

彼らは，例えば農薬や肥料などの投入物の使用量を減らすことには殆ど関心がない。  

（3）硬直的な縦割り型官僚制度   

インドネシアにおける最初の長期的な全国開発計画において，主に重点施策が向けら  

れたのは農業部門に関してであった。その方向に沿って農業生産の増加を達成する努力  

がなされてきた。この間を通じて農業省は，強力で，硬直的な官僚制度を伴う複雑な巨  

大組織へと発展してきた。異なる局，部，課，係，班などの各組織レベルの機能と計画の  

間の境界は硬直的で，このことが，広範囲な共同計画を組織することを困難にしてきた。  

それ故，総合防除計画において農場レベルと政策レベルの双方で目標とされているよう  

に，各行政部局が，農民と共に参加したり，農民とパ｝トナーを組むことを奨励するの  

を困難にしている。   

農業省の組織上の分担関係によれば，害虫コントロールのたあの最良の技術的選択肢  

としての総合防除の「導入」は，関連部局長の監督・指導の下に作物保護局の主要な責  
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任事項である。給合防除実施の「研究開発」は，研究開発庁により組織的に支持される  

ことになっている。一方，総合防除の「普及」においては，作物保護局は，普及教育庁  

に働きかけ，共同で活動しなければならない。なぜなら，総合防除は，他の省庁の優先  

順位においては高くないので，農場レベルにおける総合防除の研究および普及計画には  

十分な注目が与えられないからである。   

計画は，各部局に共通の目的を目指すというよりもむしろ縦割り行政制度により指令  

されている。各々のセクション，つまり局，部，課，係，或いは臨時編成の班が同じ目  

的のために，異質で調和の取れないガイドラインを作成していることが多々ある。この  

ことが総合防除のスムーズな展開にとって制約となっている。  

（4）個別専門分野指向型の研究体制   

総合防除に関する研究は依然として古い伝統的な方法で実行されている。インドネシ  

アでは異なる専門分野の研究者による共同研究は，たとえあったとしても，希である。  

幾つかの専門分野（農学，土壌学，作物学，自然生態学，生化学，数学，社会学，経済  

学，文化人類学，等）をカヴァーする総合防除に関する共同研究活動は，インドネシア  

では決してなされてこなかった。総合防除の研究は，依然として，古典的な作物学関連  

領域，すなわち，昆虫学，植物病理学，寄生虫学および雑草学の研究者により遂行され  

ている。   

作物保護の研究において，例えば社会経済学などの他の専門分野の関与は希である。  

学際的な研究計画は研究管理者や政策立案者の研究優先リストにはない。なぜなら，そ  

れらは，色々な研究機関や部門が関与するため費用がかかるからであり，また長期にわ  

たって計画されなければならないからである。多くの研究者は，学際的な共同研究の環  

境の中で殆ど訓練を受けておらず，またそうした場に置かれたことも少ない。関連学問  

分野を統合するための手段としてのシステム科学は，作物保護や総合防除の研究・開発  

のためには適用されて来なかったのである。  

（5）総合防除のための農民の啓発   

技能の低さ，限られた能力，経験の無さのために，農民は自分の農場を独自で管理で  

きないでおり，それ故，政府役人（普及員，農場作業員等）に大きく依存している。   

現行のSUPRAINSUS計画のもとで，意思決定過程における農民グループ自身の役割  

が強調されたけれども，適当な意思決定をする際の農民の能力と経験の不足のために，  

農民の多くは，農場技師あるいは普及員によりなされる助言や意思決定に高度に依存し  

ている。リーダーや農場普及員への農民の過度の依存は，総合防除のための農場実習教  

育において農民を訓練することにより改善されなければならない。   

農民は，総合防除の理念に基づいて，自分の農場を管理する際に，自分自身で意思決  

定する能力を獲得する機会を持つべきである。そのためには，農民は総合防除のための  

農場実習教育に1年間参加した後，隣近所の農民と共に総合防除の経験と技能を自分自  
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身の農場に適用する機会を与えられねばならない。現状では依然として，彼らは，その  

農村共同体で，総合防除制度の樹立を継続するために，フォーマルおよびインフォーマ  

ルにリーダーから全面的な指示と助言を必要としている。   

もし，共同体のリーダーが，総合防除に対して十分な指示を与えないなら，また依然  

として，BIMAS計画の生産目標を達成することに固執するならば，総合防除の推進と  

全国的普及のための実施環境は進展し得ない。そのよう別犬況のもとでは，総合防除に  

取り組む農民は，伝続的な方法に戻ってしまうであろう。このことは，給食防除のため  

の農民訓練計画が失敗することを意味するのである。  

5．むすぴ   

インドネシアは，総合防除のための農場実習による教育制度を通じて，30万人の米作農  

民，1万人の野菜農家，および8千人の農場作業員を訓練するのに成功してきた。この計  

画は，今後1998年まで延長され，さらに，80万人の農民と1万6000人の普及員に対して訓  

練を実施するという目標を掲げて，それを一定期間内に達成することを目指している。  

将来的には，これらの訓練を受けた農民が，総合防除に関して，まだ訓練を受けていな  

いその他の1500万人の農民を順次訓練していくことが期待されている。   

総合防除の政策と訓練の成果は，参加農民にとって非常に重要であった。彼らは，仲間  

の農民を訓練することができ，純収益の改善を達成でき，きらに環境資源を保全できるの  

で，独自で給食防除の意思決定をすることに生き甲斐を感じている。統計によると，イ  

ンドネシアにおける米作および大豆作農民は最近5年間に農薬使用を大幅に減少させた  

ことを示している。このことば，インドネシア政府にとっては，1987年以降，農薬・殺虫剤  

への補助金を節約することにより財政事情の改善に大きく貢献したことを意味している。   

政策レベルにおいて総合防除の導入と実施に関する制約は，総合防除に関する認識の  

程度がまちまちであること，米作集約化全国計画における総合防除の役割と矛盾，硬直  

的な縦割り型の官僚制度，専門学問領域に執着した研究計画（学際性の欠如），および  

総合防除に取り組む農民の権能の不足などである。持続可能な発展の実現に向けて，こ  

れらの全ての制約を乗り超えて，総合防除の実施のスピードを上げるためには，政府か  

らの強い政治的方向付けが必要とされるのである。  
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